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特集 持ち物チェックリスト
必要書類が不足している場合、申告の相談受付ができません。
このチェックリストを利用し、お忘れ物なく申告会場にお越しください。

※必要な様式がお手元にない場合、税務署に連絡すると郵送してもらえます。
1.全員が必要なもの

□印鑑(朱肉を使用するもの）
□申告者本人名義の口座のわかるもの(金融機関名・支店名・口座番号）
□�本人と家族のマイナンバー…マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー入り住民票のいずれか。
(コピーでも可）
□税務署から送られてきた申告書・確定申告のお知らせはがき(通知）。
　※税務署から送られてきたものがない方は以下の情報が必要です。� � � �
　　　予定納税　(していない�・�した�⇒予定納税額）
　　　納付方法　(口座振替�・�納付書）

２.収入のわかるもの

□収支内訳書、青色決算書…営業・農業・不動産収入のある方が対象です。
　※未完成では受付できません。収入、経費を合計し、所得金額まですべて記入をしてください。��
□源泉徴収票…給与、公的年金収入のある方が対象です。
　※地区の役員等の報酬分も必要です。手元にない場合は支払元からの再発行が必要です。
　　日本年金機構(中村年金事務所）：☎05２-45３-７２00　
　　農業者年金基金：☎0３-３50２-３945� �
□個人年金(定期、終身）・報酬・シルバー等の支払報告書
□保険の満期返戻金・解約返戻金等の支払報告書

3.控除のわかるもの

□社会保険料の支払額がわかるもの…年末調整で完了している方は不要です。
　※還付があった場合は、還付通知書の写しが必要です。
　　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料⇒民生部住民課：☎9７-３4７２
　　介護保険料⇒すこやかセンター内福祉課：☎5２-１00１
　　国民年金⇒日本年金機構(中村年金事務所）：☎05２-45３-７２00�
□生命保険、地震保険の控除証明書…年末調整で完了している方は不要です。
□身体障害者手帳・精神福祉手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書
　※障害者控除対象者認定書は福祉課が送付しています。複数お持ちの方は、すべてが必要です。
□医療費控除の明細書…スイッチＯＴＣ控除を受ける方は、対象者と証明するものが必要です。
　※おむつ代を含める場合は、医師または福祉課から発行される「おむつ証明書」が必要です。
□寄附金の領収証書等…ワンストップ特例を申請した方も、確定申告が必要です。
□住宅ローン控除等に関する書類…税務署にお問合せのうえ、書類をそろえてください。

４.その他の収入

□譲渡所得の内訳書(総合譲渡用）…貴金属等を売った方が対象です。
　※未完成では受付できません。
□譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書）…不動産を売った方が対象です。
　※未完成では受付できません。

� � �
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所得税の確定申告は	
　　自分で書いてお早めに	
●申告期間　２月１７日(月）～３月１６日(月）
　　　　　　�本村に住所のない方は、住所地の申告会場または津島会場(商工会議所）にて申告してくだ

さい。� �
●受付時間　午前8時３0分～正午�、�午後１時～5時
　　　　　　�各受付時間内に添付書類がそろわない場合、収支内訳書等が完成しない場合は、次の受付

時間となります。
　　　　　　会場の状況や申告の内容により、順番が前後する場合があります。ご了承ください。

申告の内容によっては、役場会場での申告相談を受付できない場合があります。
（例：上場株式等の配当、譲渡収入がある方、初めて住宅ローン控除等を受ける方で、贈与を受けた分がある方　等）

確定申告の相談日程 会　場
２月 １７日（月）

元起・竹之郷

飛島村役場�
２階�

第３会議室

１8日（火）
１9日（水）
２0日（木） ※地区指定なし
２１日（金）

松之郷・渚・梅之郷２5日（火）
２６日（水）
２７日（木） ※地区指定なし、東海税理士会による無料相談あり
２8日（金）

服岡・三福３月 ２日（月）
３日（火）
4日（水） ※地区指定なし
5日（木）

大宝・八島６日（金）
9日（月）
１0日（火） ※地区指定なし
１１日（水）

古政・新政・木場１２日（木）
１３日（金）
１６日（月） ※地区指定なし

２月 ２5日（火） 商工会　青色決算指導 産業会館�
１階会議室３月 ６日（金） 商工会　確定申告書取りまとめ

※１．地区の日程でご都合の悪い場合は、別の日にお出かけください。
　２．本年度は２月２７日（木）に東海税理士会津島支部による無料税理士相談ができます。
　　　なお、相談時間は午前9時３0分～正午、午後１時～４時です。
　３．商工会の相談は、午前9時３0分～正午、午後１時～３時３0分です。
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確定申告について
申告期間は、2月17日（月）～3月16日（月）です。以下の点にご注意ください。
●確定申告のお知らせ・所得税申告書等の用紙

　所得税確定申告書等用紙の代わりに「確定申告のお知らせ」が送付され
ています。（ｅ‐ＴＡＸにより申告書を送信された方は何も送付されませ
ん）こちらには、予定納税額や振替口座等確定申告に必要な情報が記載さ
れていますので、必ず申告会場にお持ちください。
　なお、「確定申告のお知らせ」に納付書が同封されている方は、納付書も
必ずお持ちください。
　申告書の用紙は、税務署に連絡すると郵送してもらえるほか、税務署窓
口、役場玄関にも設置していますので、必要書類をそろえてください。
※申告書等が送付されない場合でも、確定申告が必要な場合があります。

●マイナンバー

　申告書には申告者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等のマイナンバーの記入が毎年必要です。
　マイナンバーは、番号のメモではなく、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入り住民票の写
しのいずれかをお持ちください。(それぞれのコピーでも可）

●帳簿・収支内訳書の作成

　事業収入(営業・農業）、不動産収入がある方は、ご自身で作成した帳簿を基に事業収入(営業・農業）、不
動産収入の収支内訳書の作成が必要です。作成が完了していない場合は、申告受付が出来ません。作成にあ
たっては、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用いただくことも可能です。前年の収支
内訳書等を参考に、漏れの無いように作成をお願いします。
★注意点★
①�収入合計、経費合計、所得金額を計算し、提出用にボールペンで記入してください。押印して完成となります。
②農地中間管理機構関係の収入は、契約者（＝土地の所有者）の申告となります。
　契約者と収入の受領者(お金の受取人）が別の場合、贈与税の申告が必要な場合があります。
　贈与税の申告については、津島税務署でご相談をお願いします。(津島税務署：☎２６-２１６１）
③農地中間管理機構関係の収入の種類は、以下のとおりとなります。
　・協力金、補助金…農業収入のある方⇒農業の雑収入。農業収支内訳書の雑収入欄に記入してください。
　　　　　　　　　　農業収入のない方⇒総合雑収入。所得税申告書のその他の雑収入欄に記入してください。
　・賃料…不動産収入。不動産の収支内訳書の作成が必要です。
④農協からの出資配当金は、農業の収支内訳書には記入しないでください。
　※出資配当金は農業収入ではなく、配当収入です。
　白色申告でも収入金額や必要経費を帳簿に記載するとともに、請求書・領収書を保存する義務があります。
(帳簿については７年間、その他書類は5年間）税務調査の際に提示を求められ、適切に作成されていない場
合は経費として認められないなど不利益が生じますので、引き続き記帳および保管をお願いします。

●医療費控除

　医療費控除は、通常の医療費控除とスイッチOTC控除(セルフメディケーション税制）のどちらか一方の
選択制です。控除を受ける場合は、明細書の記入、提出が必要です。
※�領収書は、申告期限から5年間は自宅で保存し、税務署から求められたときは提示または提出しなければ
なりません。

重要

特集
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●医療費控除の明細書

　明細書は、医療を受けた人・病院・薬局ごとに医療費を合計して
記入してください。
　医療費控除を受ける際は、福祉医療等で自己負担がない分、高額
療養費で返金された分、医療保険等の給付を受けた分は自己負担額
から除く必要がありますので、合計する際はご注意ください。
　スイッチOTC控除を選択する場合は、明細書のほかに、特定健康
診査・予防接種・定期健康診断(事業主健診）・健康診査・がん検診
のいずれかを受けたことが分かる領収証または結果通知表の添付が
必要です。各検診、予防接種費用は控除対象外です。
※�医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等）を添付するこ
とで明細の記入を省略することも可能ですが、通知の様式や記載事項によって添付書類として使用できな
い場合がありますので、ご自身の健康保険組合等にご確認ください。

●配偶者控除・配偶者特別が変更になります

　平成３0年分の所得税から配偶者控除、配偶者特別控除の金額
がそれぞれ変更となっています。変更後の所得税控除額は次の
とおりです。なお、控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のう
ち、納税義務者本人の所得が１千万円以下の場合の配偶者をい
います。
　配偶者控除、配偶者特別控除の金額を正しく判定するために
は、納税者自身の収入額と配偶者の収入額を見る必要がありま
す。正しい控除額を判定するために、申告会場には、配偶者の
収入金額がわかるものが必要です。�
� � � � � � � �
� � � � � � � �
� � � � � � � �
� � �

●住民税申告

　所得税の申告をされない方で、次のいずれかに該当する方は、住民税の申告をする必要がありますので確
定申告期間中に申告会場へお越しください。
①給与所得のあった方で勤務先から飛島村へ�「給与支払報告書」�の提出のない方　　
　※提出の有無は勤務先に確認してください。
②給与所得のある方で給与所得以外の所得もある方
③営業、地代、家賃、配当、農業、個人年金(公的年金を除く定期年金、終身年金等）などの所得がある方
④所得がない方
⑤�特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある口座）に係る所得について、所得税と住民
税で異なる申告方式を選択される方
①～④の方は、「確定申告必要書類チェック」のページを参考に、必要書類をそろえて申告会場へお越しくだ
さい。⑤の方は、所得税確定申告書の控えをお持ちください。住民税申告に添付していただきます。
※�申告がない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料の算定における判定が
正しくできない場合があります。また、所得・課税証明書の発行もできません。

変更後の配偶者控除の金額
納税義務者の
合計所得金額
（給与収入参考）

控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者

900万円以下
（１１２0万円以下） ３8万円 48万円

900万円超950万円以下
（１１２0万円超１１７0万円以下） ２６万円 ３２万円
950万円超１000万円以下
（１１７0万円超１２２0万円以下） １３万円 １６万円

変更後の配偶者特別控除の金額

納税義務者の合計所得金額
（給与収入参考）

控除額
配偶者の合計所得金額が…

３8万円超
85万円以下

85万円超
90万円以下

90万円超
95万円以下

95万円超
１00万円以下

１00万円超
１05万円以下

１05万円超
１１0万円以下

１１0万円超
１１5万円以下

１１5万円超
１２0万円以下

１２0万円超
１２３万円以下

900万円以下
（１１２0万円以下） ３8万円 ３６万円 ３１万円 ２６万円 ２１万円 １６万円 １１万円 ６万円 ３万円

900万円超950万円以下
（１１２0万円超１１７0万円以下） ２６万円 ２4万円 ２１万円 １8万円 １4万円 １１万円 8万円 4万円 ２万円
950万円超１000万円以下
（１１７0万円超１２２0万円以下） １３万円 ２１万円 １１万円 9万円 ７万円 ６万円 4万円 ２万円 １万円

同一生計配偶者とは…
①�１２月３１日(年の途
中で死亡した場合
は死亡の日）の時
点で生計を一にし
ている。
②�合計所得が３8万
円以下である。
③事業専従者でない。
以上①～③全てに該
当する配偶者のこと
です。


